
様式第１号（第９関係） 
 

意見検討結果一覧表 
（案名：岩手県中小企業振興第３期基本計画（素案）に対する意見募集） 

番号 意 見 
類似意見 
件数(件) 

検討結果（県の考え方） 
決定への 
反映状況 

１ よろず支援拠点の相談会に参加している企業を商工会議所

等でも支援しているケースもあり、連携して支援するため、

相談情報等の共有を図れないか。 

０ 施策を推進するにあたり、参考とします。 Ｄ 
（参考） 

２ 基本計画に盛り込まれている指標の数値は、振興局ごと、市

町村ごとに設定した方が良いのではないか。このままだと、

各市町村及び関係機関の当事者意識がなく、目標達成に向け

て努力しないのではないか。 

０ 各地域の取組については、「第４章３ 広域振興圏におけ

る主な取組」に記載しております。また、指標について

は、「いわて県民計画（2019～2028）第２期地域振興プ

ラン」にて設定し、施策を推進していきます。 

Ｃ 
（趣旨同一） 

３ 計画の概要に「自動車・半導体を中心に人材確保が困難」と

あるが、「自動車・半導体」の企業に人が集まり、地場企業

の人材確保が深刻になっている。 

０ 第２章３（５）に、「どの業種においても人材確保が困難」

となっている旨、追記しました。 
Ａ 
（全部反映） 

４ 事業承継よりは、創業に力を注ぐべきだと思う。 
商工会地区での事業承継はハードルが高い。自分の子供でも

事業承継しない状況にある。実態に合ったデータで計画を作

って欲しい。 

０ 可能な限り最新のデータを使用するよう、努めて参りま

す。 
Ｃ 
（趣旨同一） 

５ 人口減少が進んでおり、高卒者も少なくなり、採用できなく

なってきた。 
水産加工業等での外国人実習生が働いており、外国人労働者

についても計画に盛り込んで欲しい。 

０ 第４章１（３）イに、「働く意欲のある全ての人が活躍で

きる労働環境の構築」について記載しており、施策を推

進していきます。 

Ｃ 
（趣旨同一） 



６ 主要魚種の不漁により、水産加工業が非常に厳しい状況にあ

る。水産加工業への支援策を盛り込んで欲しい。 
地元が不良であるため、原材料の鮭を北海道から仕入れてい

る。原材料を持ってくるための支援をお願いしたい。 

１ 第４章１（１）ウに、「水産物の販路の開拓・拡大の推進」

について記載しており、施策を推進していきます。 
Ｃ 
（趣旨同一） 

７ 現在、商工会議所と連携し、創業スクールを実施しているが、

今後のことを考えると、若者のマインド変える創業事業が必

要と考える。 

０ 第４章１（４）アに「若者をはじめとする起業者の育成

による経営人材の確保、起業・スタートアップの支援」

について、記載し、施策を推進していきます。 

Ｃ 
（趣旨同一） 

８ 常日頃、経営支援を行っていて、中小事業者が一番の課題と

感じているのは「販売促進」だと思う。現状、中小事業者に

は「販売促進」と「デジタル化」は別物に捉えている事業者

が多い。 
計画の中で、「将来目指す姿がこうである。なぜデジタルを

進めなければならないのか。国全体の流れがこうなっている

から、そのために、県として、こういう取組が必要だ」とい

うことを「販売促進」と絡めていただければ、中小事業者も

分かりやすいと思う。 

０ 第４章１（３）に、「デジタル化」を用いた「販売促進」

がイメージしやすいよう、重点取組事項の先進事例を追

加しました。 

Ａ 
（全部反映） 

９ 目指す姿②の指標について、「高卒者の県内就職率」を挙げ

ているが、定着率の方がよいのでは。 
０ 第４章２（１）に、「大卒者３年以内の離職率」を設定し

ており、「定着率（＝離職率）」の観点からも確認するこ

ととしております。 
なお、「高卒者３年以内の離職率」は、前計画において指

標として設定しておりましたが、これまでの取組の成果

等により全国平均を下回る状況が続いており、取組は継

続するものの、全国平均を上回っている「大卒者の離職

率」を新たに指標として設定したものです。 

Ｃ 
（趣旨同一） 

備考１ 「類似意見件数」欄については、類似の意見をまとめて公表するときに当該類似の意見の件数の記入に用いるものとし、それ以外のときは削除す

るものとします。 
 



  ２ 「決定への反映状況」欄には、次に掲げる区分を記載するものとします。 
区 分 内 容 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 
Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 
Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 
Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 
Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの 
Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 

  ３ 意見（類似の意見をまとめたものを含む。）数に応じて、適宜欄を追加して差し支えありません。 
  ４ 計画等の案の項目区分に応じて、適宜表を分割して差し支えありません。 


